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本報告では、多義的なラテン語表現である

「共通の感覚」（sensus communis）のうち、同

じ共同体に属する他人への配慮を表すラテン

語固有の用法を「倫理的用法」と名付け、こ

の用法が 18 世紀イギリスに受容された過程の

再構成を試みた。

第一に、古代ローマにおける「共通の感覚」

の倫理的用法の実態としてキケロ、ホラティ

ウス、パエドルス、セネカ、クインティリア

ヌス、ユウェナリスの用例を分析すると、古

代ローマにおける「共通の感覚」という表現

には、成句としての身分や指示内容の不明確

さ、用法を限定することの困難を多く残しな

がらも、（迷惑や的外れに対して）社交上の一

般的な思慮を表すホラティウスやセネカの用

法を経て、（残虐や傲慢に対して）他人への配

慮や同情を表すユウェナリスの用法が認めら

れた。

第二に、近世フランスの古典学者 I・カソー

ボンおよび C・サルマシウスによって、ユウェ

ナリスの「共通の感覚」はマルクス・アウレ

リウスの「公共心」（κοινονοημοσυνη）の同義

語とされた上に、利己心の反対物として理解

された。彼らの用いた「礼節」「共通の権利」「公

益」といった語彙は、他の古典学者による『自

省録』の翻訳と共に第 3代シャフツベリ伯爵

に受け入れられた。結果、彼は「共通の感覚」

を共同体の仲間への公平な配慮とそこから生

じる礼節ある行動を広く指す言葉としたが、

それは同時代のホッブズ主義（利己主義、契

約論、絶対主義）に対抗する道徳的・政治的

標語として「共通の感覚」を利用したもので

あった。また、彼は仲間の「権利」や「利益」

に対する感覚を「愛」や「情動」、「人情」

（humanity）といった感情を表す語彙とともに

語ることで、F・ハチスンの立場を用意した。

第三に、初期のハチスンは道徳哲学におけ

る利己主義の隆盛と「共通の感覚」を含む道

徳的語彙の消滅への危機感から、「共通の感覚」

を心理学的に再定義し、これを他人の喜びを

喜び、苦しみを苦しむ実践的な共感、すなわ

ち「公共感覚」と名付けた。この種の共感概

念への関心はその後の彼の著作群に一貫して

いるが、特に英語著作においては「共通の感覚」

に対して「共感」（sympathy）や「仲間意識」

（fellow-feeling）、「公共心」に対して「人情」

というより日常的な英語表現が与えられた。

ハチスンの没後、これらの英語表現を私益に

還元できない語彙とする用法は D・ヒューム

や A・スミスに共有されたが、両者には古典

的語彙としての「共通の感覚」に頼る姿勢は

認められない。

■第 103 回関東部会（2019 年 6月 29 日　於　東洋大学）

　仲間意識としてのセンスス・コムニス
　　　　―ユウェナリスと近代イギリスの古典受容
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本報告では、現代の自由主義経済思想の第

一人者であるフリードリヒ・ハイエクの経済

主体像について検討し、さらに、そうした動

機に基づく個人の最適化行動が一般性を持っ

て社会的な利害の増進に繋がるための制度的

要件や思想的背景について議論を行った。

ハイエクの経済思想が、自己所有権を前提

とした個人の利己的行動の擁護と市場経済を

媒介に、その結果として生ずる社会的繁栄と

いう概念を機軸としていることは確かである

（ある種の帰結主義）。しかし一方で、彼は個

人のエゴイズムを単純に称揚したわけでも、

それを前提とした自由放任論を唱えたわけで

もなかった。そもそもハイエクが問題として

いるのは、人間行為を導く動機は利己的か非

利己的かという二分法ではなく、どちらの立

場を取るにしても（たとえ崇高な利他主義者

であったとしても）、その人間が理解できる事

象は社会の中の極めて小さい一部分に過ぎず、

成しえることもまた限定されているというこ

とにあった（「分散した知識」の重要性）。個

人の主観的な動機の中には様々なものが含ま

れうるが、それら自体が「直接的」に社会を

作り上げるわけではない。個人の主観的行動

の相互作用の「意図せざる結果」として自生

的秩序としての社会が現れてくる。その意味

で、彼の経済思想は、単純な効用最大化行動

とは異なる個人の多様な動機を前提にしてい

るとともに、それらに基づく還元主義的な社

会設計を批判している点にその特徴がある。

一方でハイエクが、ルールを逸脱した個人

の最適化行動が、しばしば政治的な集合的利

害と化して市場の枠組みを歪めてしまう現象

を厳しく批判していたことは注意を要する。

特に、既得権を擁護しようとする各人の動機

が「社会正義」の名を騙って結託し、「集団的

利己心」と化して市場秩序の枠組みを歪めて

しまう危険性について、ハイエクは常に警鐘

を鳴らしていた。その上で、本報告では、彼

がその防止策として、適切な立法のための独

第四に、常識哲学の先駆である T・リード

のシャフツベリ解釈は、おそらく彼自身の「常

識」（common sense）とシャフツベリの「共通

の感覚」とのずれから、シャフツベリのユウェ

ナリス論の説明を省くものとなった。また、J・

ビーティや P・スケルトン、D・スチュワート

らは、シャフツベリやハチスン、あるいはユ

ウェナリスの「共通の感覚」と自分たちの「常

識」を明確に区別する注解を残した。このこ

とは、「共通の感覚」の倫理的用法が「コモン・

センス」を提唱する上で整理を必要とする程

度に広く認知されており、黎明期の常識哲学

を用意するというよりは、むしろそれが距離

を置くべき言語的文脈を形成していたことを

示唆している。

（すがや もとい・国際基督教大学）

　利己心を調停する制度
　　　　―ハイエクの経済主体像と適切なルールの設定を巡って―
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